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北
大
漢
簡
『
陰
陽
家
言
』　

銀
雀
山
漢
簡
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」　

時
令
説　

編
連

序　

言

二
〇
一
五
年
九
月
、『
北
京
大
学
蔵
西
漢
竹
書
（
参
）』（
北
京
大
学
出
土
文
献

研
究
所
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
は
、
す
で
に
第
一
弾
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
に

同
（
貳
）（
内
容
は
『
老
子
』）
が
刊
行
さ
れ
、ま
た
二
〇
一
四
年
十
二
月
に
同
（
伍
）

（
内
容
は
『
節
』『
雨
書
』『

輿
』『
荊
決
』『
六
博
』）
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
本

書
は
こ
れ
に
続
き
、
同
（
壹
）（
内
容
は
『
蒼
頡
篇
』）
と
と
も
に
公
開
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
第
三
分
冊
は
、『
周
馴
』『
趙
正
書
』『
儒
家
説
叢
』『
陰
陽
家
言
』
の
四
種

か
ら
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
内
、『
陰
陽
家
言
』
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み

る
こ
と
と
し
た
い
。「
陰
陽
家
」
は
、『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
も
諸
子
百
家
の
筆

頭
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
ま
と
ま
っ
た
文
献
が
残
っ
て
い
な
い

た
め
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が
多
い（

1
）。
そ
こ
で
、
こ
の
『
陰

陽
家
言
』
を
解
読
し
、
そ
の
陰
陽
家
の
思
想
、
特
に
時
令
思
想
の
形
成
と
展
開
の

一
端
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、『
陰
陽
家
言
』
の
概
要

ま
ず
、『
北
京
大
学
蔵
西
漢
竹
書
（
参
）』
釈
文
注
釈
の
「
説
明
」
に
従
っ
て
、

本
文
献
の
概
要
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

原
釈
文
の
担
当
者
（
整
理
者
）
は
、
北
京
大
学
出
土
文
献
研
究
所
の
朱
鳳
瀚
氏

と
陳
侃
理
氏
。
竹
簡
は
全
十
七
枚
。
完
簡
は
、
長
さ
二
九
・
五
〜
二
九
・
六
㎝
。

幅
〇
・
九
㎝
。
輟
合
し
て
十
二
枚
に
な
る
が
、欠
簡
も
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

篇
題
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
陰
陽
家
言
」
と
は
内
容
に
基
づ
い
て
付
け
ら
れ

た
仮
称
で
あ
る
。

全
体
に
押
韻
が
見
ら
れ
、
お
お
よ
そ
三
部
分
に
分
か
れ
る
。
第
一
部
分
（
第
一

簡
〜
第
九
簡
）
は
天
人
感
応
を
説
き
、
政
治
が
時
令
に
違
反
し
、
人
君
の
事
業
が

適
切
で
な
か
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
災
異
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
を
論
述
す
る
。

第
二
部
分
（
第
十
簡
、
第
十
一
簡
）
は
「
四
時
改
火
」
と
関
わ
り
、
天
時
に
順
応

す
る
こ
と
を
説
く
。
第
三
部
分
（
第
十
二
簡
）
は
天
気
地
気
が
い
か
に
し
て
風
・

時
令
説
の
展
開

―
北
京
大
学
竹
簡
『
陰
陽
家
言
』、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
を
中
心
と
し
て

―

湯　
　

浅　
　

邦　
　

弘



時
令
説
の
展
開

二

雨
・
霧
な
ど
の
自
然
現
象
を
生
ず
る
か
に
つ
い
て
説
く
。
こ
の
内
、
災
異
を
説
く

段
落
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
『
人
君
不
善
之
応
』
に
類
似
し
た
文
言
が
あ
り
、

概
ね
『
漢
書
』
芸
文
志
「
諸
子
略
」
中
の
「
陰
陽
家
」
に
該
当
す
る
内
容
で
あ
る
。

但
し
、
原
釈
文
で
は
、
全
体
を
第
一
簡
か
ら
第
十
二
簡
に
配
列
し
て
提
示
し
て

い
る
が
、
同
時
に
、
竹
簡
残
欠
も
多
い
の
で
、
右
の
三
段
落
が
原
書
の
中
で
ど
の

よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
ず
、こ
の
竹
簡
配
列
は
あ
く
ま
で
参
考
で
、

編
連
に
つ
い
て
は
他
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。

二
、
竹
簡
配
列
の
問
題

そ
れ
で
は
、
竹
簡
配
列
に
つ
い
て
、
な
ぜ
こ
う
し
た
自
信
の
な
い
見
解
が
示
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
竹
簡
背
面
の
劃
痕
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

劃
痕
と
は
、
竹
簡
の
誤
脱
を
防
止
す
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
背
面
に
付
け
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
引
っ
か
き
傷
状
の
斜
線
で
あ
る
。
第
二
分
冊

の
『
老
子
』
が
公
開
さ
れ
た
際
、
こ
の
劃
痕
の
状
態
が
『
老
子
』
本
文
の
流
れ
と

見
事
に
合
致
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
注
目
を
集
め
た（

2
）。
ま
た
、
そ
の
後
に
公

開
さ
れ
た
『
節
』『
雨
書
』『

輿
』『
荊
決
』『
六
博
』『
蒼
頡
篇
』
な
ど
に
も
等

し
く
こ
の
劃
痕
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
が
竹
簡
配
列
に
際
し
て
の
大
き
な
手
が
か
り

と
な
っ
て
い
る
。
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
発
見
さ
れ
た
竹
簡
を
復
元
す
る
際
の
有
力

な
指
標
に
な
り
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
劃
痕
の
状
態
を
無
視
し
た
再
配
列
は
無
効

で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、こ
の
『
陰
陽
家
言
』
に
つ
い
て
は
、図
版
の
後
に
付
載
さ
れ
た
「
簡

背
劃
痕
示
意
図
」
に
よ
れ
ば
、
第
三
簡
・
第
四
簡
以
外
の
竹
簡
に
劃
痕
は
確
か
に

見
え
る
も
の
の
、
そ
の
状
態
か
ら
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
連
接
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、

第
五
簡
と
第
六
簡
、
第
十
簡
と
第
十
一
簡
の
み
で
あ
り
、
他
は
連
続
性
が
認
め
ら

れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
釈
文
は
、
第
一
簡
か
ら
第
十
二
簡
を
配
列

し
、
さ
ら
に
全
体
が
三
段
落
か
ら
な
る
と
し
て
、
例
え
ば
、
第
一
簡
か
ら
第
九
簡

ま
で
を
ほ
ぼ
連
接
す
る
も
の
と
し
て
第
一
部
分
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
配
列
が
劃
痕
の
状
態
と
ほ
と
ん
ど
対
応
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
説

明
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

『陰陽家言』の劃痕（簡背劃痕示意図）
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そ
こ
で
、
竹
簡
の
連
接
に
つ
い
て
は
、
根
本
的
な
見
直
し
も
進
め
ら
れ
て
お
り
、

例
え
ば
、
王
寧
氏
は
、「
北
大
簡
《
陰
陽
家
言
》
1
│
9
簡
的
編
連
問
題
」（
復
旦

大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
一
五
年
十
二
月
二
十
日
）
で
、
第
一

部
分
を
次
の
よ
う
に
再
編
す
る
案
を
提
示
し
て
い
る
。

第
一
段　

1
…
…
4
＋
5
＋
6
…
…
8

第
二
段　

…
…
2
…
…
7
…
…
3

第
三
段　

…
…
9
…
…

ま
た
、
龐
壯
城
氏
は
、「
北
大
漢
簡
〈
陰
陽
家
言
〉
編
聯
問
題
」（
復
旦
大
学
出

土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
一
六
年
二
月
九
日
）
で
、
次
の
よ
う
な
再
配

列
案
を
提
示
し
て
い
る
。

第
一
組　

1
、
□
、
□
、
2
、
□
、
12

第
二
組　

3

第
三
組　

4
、
5
、
6

第
四
組　

□
、
7
、
□
、
8
、
□
、
□
、
11

第
五
組　

9

第
六
組　

10

こ
う
し
た
修
正
案
が
提
出
さ
れ
る
の
も
、
原
釈
文
の
竹
簡
配
列
と
劃
痕
の
状
態

と
が
ほ
と
ん
ど
合
致
し
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
王
寧
氏
は
原
釈
文
と
は
別
の

三
段
落
に
分
け
、
龐
壯
城
氏
は
、
改
め
て
全
体
を
六
組
に
再
編
し
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
苦
心
の
提
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
再
配
列
案
で
支
障
な
く
全
体
が

通
読
で
き
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
右
の
両
氏
の
配
列

案
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
存
竹
簡
を
挟
ん
で
、「
…
…
」
や
「
□
」
と
い
う
未

見
の
竹
簡
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
配
列
案
も
成
立
し
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
原
釈
文
や
そ
の
後
の
再
配
列
案
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
一

旦
、
こ
の
配
列
問
題
は
保
留
と
し
、
ま
ず
は
便
宜
上
、
原
釈
文
の
配
列
に
従
っ
て
、

一
簡
ず
つ
釈
読
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
作
業
を
終
え
た
後
、
改
め
て
劃

痕
の
状
態
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
総
合
的
に
配
列
の
問
題
を
考
察
す
る
。

三
、『
陰
陽
家
言
』
釈
読

以
下
、
便
宜
上
、
原
釈
文
の
竹
簡
配
列
に
沿
っ
て
、
一
簡
ず
つ
釈
読
し
て
い
き

た
い
。〈
原
文
〉〈
訓
読
〉〈
現
代
語
訳
〉〈
語
注
〉
の
順
に
掲
げ
る
。〈
原
文
〉
は
、

原
釈
文
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
総
合
的
な
考
察
を
加
え
、
最
終
的
に
筆
者
が
確
定

し
た
文
を
提
示
す
る
。
原
釈
文
か
ら
読
み
替
え
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
語
注
で
解

説
す
る
。
01
・
02
な
ど
は
原
釈
文
の
竹
簡
番
号
を
示
す
。（　

）
は
筆
写
の
際
の

誤
脱
が
推
測
さ
れ
る
文
字
、【　

】
は
、
原
釈
文
が
竹
簡
の
不
明
瞭
な
文
字
を
復

元
で
き
る
と
す
る
文
字
。

〈
原
文
〉

01
春
氣
作
生
、
君
氣
作
仁
、
不
仁
而
張
、
六
風
王
王
、
公
門
改
行
、
中
壟
之
殃
。

夏
氣
作
緩
、
不
緩
而
張
、

02
實
者
榮
、
國
家
失
情
、
必
害
卿
正
。
冬
氣
宜
藏
、
宜
藏
而
不
藏
、
霧
氣
陽
陽
、



時
令
説
の
展
開

四

宜
死
者
生
、
宜
蟄
者
【
鳴
、
宜
】

03
實
者
榮
、
國
家
失
情
、
必
害
卿
正
。
宜
冬
不
冬
、
萬
物
皆
（
失
其
）
龍
。
宜
春

不
春
、
萬
物
皆
失
其
倫
。
宜
夏

04
甚
張
、
誅
殺
甚
明
、
萬
物
銷
亡
、
公
門
改
行
、
國
有
大
喪
、
中
壟
之
殃
。
故
天

子
動
樂
、

春
三

05
旬
、

秋
三
旬
。
此
謂
與
天
地
同
和
。
人
君
好
藏
、
掌
窌
十
年
而
弗
發
、
則
地

奪
之
財
。
好
治
宮

06
室
、
十
年
而
不
息
、
則
天
奪
之
時
。
昔
耤
斂
無
義
、
使
令
不
時
、
則
民
奪
之
謀

矣
。
人
君
好
埵
爐

07
反
山
求
金
鐵
、
則
地
不
能
凍
、
水
不
能
恒
、
宜
死
者
生
、
宜
蟄
者
鳴
、
宜
實
者

榮
、
國
家
失
情

08
野
有

者
、
歷
八
時
、
則
妃
主
崩
、
國
妖
死
、
多
女
喪
。
人
君
好
水
居
漸
臺
、

行
舟
飲
酒
移
居

09
大
臣
、
則
天
下
覆
。
參
、
則
大
臣
疾
、
榮
芋
零
、
苴
多

、
山
多
螟
、
大
兵
起
、

天
下
訖
。
九
、
則
君
卒
矣
。
秋

10
之
火
、
秋
食
金
燧
之
火
、
□
於
□
□
十
二
室
、
十
二
竈
而
月
迭

燧
易
火
、
而

必
食
歲
之
所
美

11
易
火
而
、發
火
正
。
人
君

金
炭
、埵
爐
橐
、鼓
金
石
。
達
其
神
者
、能
制
其
命
。

達
其
法
者

12
是
故
天
氣
發
、
地
氣
弗
應
、
則
爲
風
。
地
氣
發
、
天
氣
弗
應
、
則
爲
霧
。
天
地

相
應
、
則
爲
雨
、
雨
者

〈
訓
読
〉

01
春
の
気
は
生
を
作お

こ

し
、
君
の
気
は
仁
を
作
す
。
仁
な
ら
ず
し
て
張
れ
ば
、
六り
く
ふ
う風

王
王
と
し
て
、
公
門
行
を
改
め
、
中
壟
の
殃
あ
り
。
夏
の
気
は
緩か
ん

を
作
し
、
緩
な

ら
ず
し
て
張
れ
ば
、

02
（
宜
し
く
）
実
る
べ
き
者
栄は

な
さき
、
国
家
情
を
失
い
、
必
ず
卿
正
に
害
あ
り
。
冬

の
気
は
宜
し
く
蔵
な
る
べ
し
。
宜
し
く
蔵
な
る
べ
く
し
て
蔵
な
ら
ず
ん
ば
、
霧
気

陽
陽
と
し
て
、
宜
し
く
死
す
べ
き
者
生
じ
、
宜
し
く
蟄
す
べ
き
者
【
鳴
り
、
宜
し

く
】

03
（
宜
し
く
）
実
る
べ
き
者
栄
き
、
国
家
情
を
失
い
、
必
ず
卿
正
に
害
あ
り
。
宜

し
く
冬
な
る
べ
き
に
冬
な
ら
ざ
れ
ば
、
万
物
皆

い

む
。
宜
し
く
春
な
る
べ
き
に
春

な
ら
ざ
れ
ば
、
万
物
皆
其
の
倫
を
失
う
。
宜
し
く
夏
な
る
べ
き
に
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04
甚
だ
張
れ
ば
、
誅
殺
甚
だ
明
ら
か
に
し
て
、
万
物
銷
亡
し
、
公
門
行
を
改
め
、

国
に
大た

い

喪そ
う

有
り
、
中
壟
の
殃
あ
り
。
故
に
天
子
楽
を
動
か
す
に
は
、
春
三

05
旬
に

あ
た

り
、
秋
三
旬
に

る
。
此
れ
を
天
地
と
同
和
す
と
謂
う
。
人
君
蔵
を
好

み
、
掌
窌
十
年
に
し
て
発
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
地
之
が
財
を
奪
う
。
宮

06
室
を
治
む
る
を
好
み
、十
年
に
し
て
息や

ま
ざ
れ
ば
、則
ち
天
之
が
時
を
奪
う
。（
人

君
）
昔
を
（
好
み
）
耤
斂
に
義
無
く
、
令
を
使
う
こ
と
時
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
民

之
が
謀
を
奪
う
。
人
君
埵
爐
を
好
み

07
山
を
反
し
て
金
鉄
を
求
む
れ
ば
、
則
ち
地
凍
る
能
わ
ず
、
水
恒つ

ね

な
る
能
わ
ず
、

宜
し
く
死
す
べ
き
者
生
き
、
宜
し
く
蟄
す
べ
き
者
鳴
き
、
宜
し
く
実
る
べ
き
者
栄

き
、
国
家
情
を
失
う
。

08
野
に

も

ゆ
る
こ
と
有
り
、
八
時
を
歴ふ

れ
ば
、
則
ち
妃
主
崩
じ
、
国
に
妖
死
あ
り
、

女
喪
多
し
。
人
君
水
居
漸
台
を
好
み
、
舟
を
行や

り
て
酒
を
飲
み
居
を
移
せ
ば
、

09
…
…
大
臣
、
則
ち
天
下
覆く

つ
が
える
。
参
な
れ
ば
、
則
ち
大
臣
疾
み
、
栄
華
零お

ち
、

苴し
ょ

に

多
く
、
山
に
螟
多
く
、
大
兵
起
こ
り
、
天
下
訖お

わ
る
。
九
な
れ
ば
、
則
ち

君
卒
す
。
秋

10
…
…
の
火
、
秋
の
食
に
は
金
燧
の
火
、
□
於
□
□
十
二
室
、
十
二
竈
に
し
て
月

ご
と
に

を
迭か

え
火
を
易
え
、
而
し
て
必
ず
歳
の
美
と
す
る
所
を
食
す
。

11
火
を
易
え
て
、
火
の
正
を
発
す
。
人
君
金
炭
を

し
、
埵
爐
橐
（
を
好
み
て
）、

金
石
を
鼓
す
。
其
の
神
に
達
す
る
者
、
能
く
其
の
命
を
制
す
。
其
の
法
に
達
す
る

者12
是
の
故
に
天
気
発
し
て
、
地
気
応
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
風
と
為
る
。
地
気
発
し
て
、

天
気
応
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
霧
と
為
る
。
天
地
相
応
ず
れ
ば
、
則
ち
雨
と
為
る
。
雨

と
は

〈
現
代
語
訳
〉

01
春
の
気
は
「
生
」
を
起
こ
し
、
君
の
気
は
「
仁
」
を
起
こ
す
。（
も
し
君
主
が
）

仁
で
な
い
ま
ま
（
事
業
を
）
拡
げ
れ
ば
、
強
風
が
吹
き
荒
れ
、
朝
廷
の
行
事
が
変

更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
中
央
の
墳
丘
に
災
い
が
あ
る
。
夏
の
気
は
「
緩か

ん

」（
緩
和

で
あ
る
こ
と
）
を
起
こ
し
、（
も
し
君
主
が
）
緩
で
な
い
ま
ま
（
事
業
を
）
拡
げ

れ
ば
、

02
実
を
つ
け
る
べ
き
も
の
に
花
が
咲
き
、
国
家
は
正
常
な
状
態
を
失
い
、
必
ず
重

臣
に
害
が
あ
る
。
冬
の
気
は
「
蔵
」
で
あ
る
べ
き
だ
。
蔵
で
あ
る
べ
き
な
の
に
蔵

で
な
い
と
、
湿
気
が
溢
れ
出
て
、
当
然
死
ぬ
べ
き
も
の
が
生
き
、
当
然
冬
ご
も
り

す
べ
き
者
が
鳴
き
、

03
実
を
つ
け
る
べ
き
も
の
に
花
が
咲
き
、
国
家
は
正
常
な
状
態
を
失
い
、
必
ず
重

臣
に
害
が
あ
る
。
当
然
冬
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
冬
ら
し
く
な
け
れ
ば
、
万
物
は

皆
そ
の
調
和
を
失
う
。
当
然
春
で
あ
る
べ
き
な
の
に
春
ら
し
く
な
け
れ
ば
、
万
物
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は
皆
そ
の
秩
序
を
失
う
。
当
然
夏

04
あ
ま
り
に
張
り
す
ぎ
る
と
、
誅
殺
が
き
わ
め
て
盛
ん
に
な
り
、
万
物
は
消
え
て

滅
び
、
朝
廷
の
行
事
が
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
国
に
大
喪
（
多
く
の
人
が
死
ぬ

こ
と
）
が
あ
り
、
中
央
の
墳
丘
に
災
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
天
子
が
音
楽
を
起
こ
す

の
は
、
春
の
三

05
十
日
に
あ
た
り
、
秋
三
十
日
に
あ
た
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
を
天
地
と
同
和
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
君
が
収
蔵
を
好
み
、
倉
庫
の
管
理
官
が
食
料
を
十
年
間

も
開
放
し
な
け
れ
ば
、
地
が
そ
の
財
を
奪
う
。（
人
君
が
）
宮

06
殿
の
建
築
を
好
み
、そ
れ
が
十
年
も
や
ま
な
け
れ
ば
、天
が
そ
の
時
を
奪
う
。（
人

君
が
）
収
奪
を
好
み
、
耕
作
徴
税
に
限
度
が
な
く
、
指
令
を
発
す
る
こ
と
が
時
宜

に
か
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
民
が
そ
の
謀
を
奪
う
の
で
あ
る
。
人
君
が
埵
爐
（
製

鉄
の
道
具
）
を
好
み

07
山
を
掘
削
し
て
金
属
を
求
め
れ
ば
、大
地
は
（
冬
で
も
）
凍
る
こ
と
が
で
き
ず
、

水
は
正
常
に
流
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
当
然
死
ぬ
べ
き
も
の
が
生
き
、
当

然
冬
ご
も
り
す
べ
き
も
の
が
鳴
き
、
当
然
実
を
つ
け
る
べ
き
も
の
に
花
が
咲
き
、

国
家
は
正
常
な
状
態
を
失
い
、

08
草
原
に
火
災
が
起
こ
り
、
八
時
（
九
十
六
日
）
を
経
過
す
る
と
、
妃
主
（
天
子

の
妃
や
娘
）
が
亡
く
な
り
、
国
家
に
子
供
や
女
性
の
死
が
多
発
す
る
。
人
君
が
水

辺
の
建
物
や
物
見
台
を
好
み
、
舟
を
浮
か
べ
て
酒
を
飲
み
、
居
所
を
移
す
よ
う
に

な
れ
ば
、

09
…
…
大
臣
、
天
下
が
覆
る
。
三
度
続
け
ば
、
大
臣
が
病
に
倒
れ
、
草
花
は
枯
れ

落
ち
、
麻
に
は

（
葉
く
い
虫
）
が
多
く
、
山
に
は
螟
（
ず
い
虫
）
が
多
く
、
大

規
模
な
戦
争
が
起
こ
り
、
天
下
は
終
わ
る
。
九
度
続
け
ば
、
君
主
が
亡
く
な
る
。

秋10
…
…
之
火
、
秋
の
食
事
に
は
金
燧
の
火
（
を
使
っ
て
料
理
し
）、
□
於
□
□

十
二
の
部
屋
と
十
二
の
竈か

ま

で
月
ご
と
に

（
か
な
ば
さ
み
）
を
変
え
、
火
を
新
し

く
し
て
、
必
ず
そ
の
年
の
美
味
と
さ
れ
る
も
の
を
食
べ
る
よ
う
に
す
る
。

11
火
を
変
え
て
、
火
の
正
を
発
す
る
よ
う
に
す
る
。
人
君
が
金
属
や
木
炭
を
消
費

し
、
製
鉄
の
道
具
（
を
好
み
）
金
石
を
燃
や
す
。
そ
の
神
髄
に
達
す
る
者
が
、
そ

の
命
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
法
に
達
す
る
者
が

12
こ
の
故
に
天
の
気
が
発
し
て
、
地
の
気
が
応
じ
な
い
場
合
、
風
と
な
る
。
地
の

気
が
発
し
て
、
天
の
気
が
応
じ
な
い
場
合
、
霧
と
な
る
。
天
と
地
が
相
応
ず
る
と
、

雨
と
な
る
。
雨
と
は

〈
語
注
〉

①
春
氣
作
生
、君
氣
作
仁
…
…
原
注
は
、『
爾
雅
』
釈
天
の
「
春
爲
發
生
」、『
論
衡
』

変
動
篇
の
「
使
物
生
者
、春
也
」、『
塩
鉄
論
』
論
災
篇
の
「
故
春
生
、仁
。
夏
長
、



七

漢
字
學
硏
究　

第
六
號

德
。
秋
成
、義
。
冬
藏
、禮
」
等
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、「
春
」「
生
」「
仁
」

の
関
連
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、『
春
秋
繁
露
』
五
行
相
生
篇
で
も
、「
東
方
者

木
、
農
之
本
。
司
農
尚
仁
」
と
あ
り
、
漢
代
に
は
、
五
行
の
配
当
と
し
て
、
東

方
（
木
、
春
）
と
仁
と
の
対
応
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

②
不
仁
而
張
…
…
春
の
君
の
気
で
あ
る
「
仁
」
を
備
え
な
い
ま
ま
事
業
を
拡
げ
れ

ば
、
の
意
。「
張
る
」
は
、
春
の
特
性
で
あ
る
万
物
の
発
生
に
つ
な
が
る
の
で
、

そ
れ
自
体
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
不
仁
」
の
ま
ま
に
「
張
る
」

こ
と
は
よ
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
爾
雅
』
釈
詁
に
「
張
、
施
」
と

あ
り
、
こ
れ
を
援
用
す
る
と
、
君
主
が
仁
徳
を
備
え
な
い
ま
ま
政
策
・
事
業
を

実
施
す
れ
ば
、
の
意
と
も
取
れ
る
。

③
六
風
…
…
原
注
は
、『
周
礼
』
春
官
・
保
章
氏
の
「
以
十
有
二
風
」
の
賈
公
彦

疏
に
「
風
即
氣
也
」
と
あ
り
、『
漢
書
』
律
暦
志
の
「
天
有
六
氣
」
の
顏
師
古

注
に
「
張
晏
曰
、
六
氣
、
陰
、
陽
、
風
、
雨
、
晦
、
明
也
」
と
あ
る
の
を
指
摘

す
る
。
な
お
、『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
元
年
に
も
、「
六
氣
曰
陰
、
陽
、
風
、
雨
、

晦
、
明
也
」
と
あ
る
。

④
王
王
…
…
原
注
は
、「
遑
遑
」
あ
る
い
は
「
荒
荒
」
に
釈
読
し
、王
寧
は
『
広
韻
』

に
「
王
、
大
也
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。
要
す
る
に
、
異
常
気
象
が
起
こ
る

こ
と
。

⑤
公
門
改
行
…
…
公
門
に
つ
い
て
、
原
注
は
、『
春
秋
穀
梁
伝
』
荘
公
元
年
の
「
主

王
姬
者
、
必
自
公
門
出
」
の
范
寧
注
に
「
公
門
、
朝
之
外
門
」
と
あ
る
の
を
指

摘
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
朝
之
外
門
」
と
い
う
構
造
物
自
体
を
言
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
朝
廷
・
中
央
政
府
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
改
行
」

と
は
、
そ
の
朝
廷
の
行
事
が
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
災
い
を
言
う
と
推
測
さ

れ
る
。

⑥
中
壟
之
殃
…
…
原
釈
文
は
、「
中
𪚔
之
央
」
と
隷
定
し
た
上
で
、「
𪚔
」
を
「

」

に
、「
央
」
を
「
殃
」
に
読
み
替
え
、
原
注
で
、
災
異
の
名
称
で
は
な
い
か
と

す
る
一
方
、「
𪚔
」
を
「
句
」
ま
た
は
「
鉤
」
に
読
み
替
え
て
「
客
星
」
の
意

と
し
、
天
体
の
異
常
気
象
と
す
る
説
も
併
記
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
春

の
季
節
に
、
君
主
が
「
仁
」
を
備
え
ず
事
業
を
拡
張
し
た
結
果
、
君
主
側
に
ど

の
よ
う
な
災
い
が
あ
る
か
を
述
べ
て
い
る
の
で
、む
し
ろ
直
前
の
「
公
門
改
行
」

に
類
似
す
る
よ
う
な
意
味
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
す
る
と
、
仮
説
で
は

あ
る
が
、「
𪚔
」
を
字
形
の
類
似
か
ら
「
壟
」
と
釈
読
で
き
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
は
、
高
く
盛
っ
た
墳
丘
の
意
で
、
こ
こ
で
は
為
政
者
の
先
祖
の
墓
、

す
な
わ
ち
国
家
や
君
主
に
災
い
が
起
こ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
壟
」
の
用
例
と
し
て
は
、『
呂
氏
春
秋
』
孟
冬
紀

に
「
是
月
也
、
天
子
始
裘
。
…
…
飭
喪
紀
、
辨
衣
裳
、
審
棺
槨
之
厚
薄
、
營
丘

壟
之
小
大
高
卑
薄
厚
之
度
、
貴
賤
之
等
級
」
と
あ
り
、
ま
た
『
礼
記
』
月
令
篇

に
「
飭
喪
紀
、
辨
衣
裳
、
審
棺
槨
之
薄
厚
、
塋
丘
壟
之
大
小
高
卑
厚
薄
之
度
、

貴
賤
之
等
級
」
と
あ
る
。
な
お
、
王
寧
は
、「
中
冓
」
と
読
み
替
え
、「
内
宮
」

の
意
と
す
る
。

⑦
夏
氣
作
緩
…
…
『
淮
南
子
』
時
則
訓
に
「
孟
夏
始
緩
、
孟
冬
始
急
」
と
あ
り
、

そ
の
高
誘
注
に
「
緩
、四
月
陽
安
。
急
、十
月
寒
蕭
」
と
あ
り
、「
夏
」
と
「
緩
」

の
関
連
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
夏
の
気
と
し
て
「
緩
」（
緩
和
）
を

提
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑧
不
緩
而
張
…
…
王
寧
は
、
春
の
句
と
の
対
応
か
ら
、
こ
こ
に
は
誤
脱
が
あ
り
、

本
来
は
、「
夏
氣
作
緩
、
君
氣
作
德
、
不
德
而
張
」
と
あ
る
べ
き
だ
と
説
く
。
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春
と
夏
の
句
が
厳
密
に
対
応
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
ろ

う
。

⑨
實
者
榮
…
…
「
実
」
は
果
実
。
植
物
が
秋
に
実
を
つ
け
る
こ
と
。「
栄
」
は
花

咲
く
こ
と
。『
呂
氏
春
秋
』
仲
秋
紀
に
「
仲
秋
行
春
令
、
則
秋
雨
不
降
、
草
木

生
榮
、國
乃
有
大
恐
」
と
あ
り
、『
管
子
』
七
臣
七
主
篇
に
「
草
木
夏
落
而
秋
榮
、

蟄
蟲
不
藏
」
と
あ
り
、『
礼
記
』
月
令
篇
に
「
孟
秋
…
…
行
春
令
、則
其
國
乃
旱
、

陽
氣
復
還
、
五
穀
無
實
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
竹
簡
第
二
簡
の
こ
の
部

分
は
、
秋
に
関
す
る
時
令
と
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
の
状
況
を
説
い
て
い
る
と

推
測
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、「
夏
氣
作
緩
、
不
緩
而
張
」
と
夏
の
事
項
が
中
途

で
終
わ
っ
て
い
る
第
一
簡
と
こ
の
第
二
簡
は
直
結
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
句
は
次
の
第
三
簡
に
も
見
え
る
が
、
第
七
簡
の
「
宜
死
者
生
、

宜
蟄
者
鳴
、宜
實
者
榮
」
を
参
照
す
れ
ば
、こ
こ
も
本
来
は
「
實
」
の
前
に
「
宜
」

字
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
や
は
り
、
第
一
簡
と

第
二
簡
の
連
接
は
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑩
卿
正
…
…
原
注
は
、『
周
礼
』
天
官
冢
宰
の
「
一
曰
正
」
の
賈
公
彦
疏
に
、「
六

卿
稱
正
」
と
あ
る
の
を
指
摘
し
、「
正
」
は
「
長
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
。
こ

こ
で
は
、
君
主
が
時
令
に
違
反
し
た
結
果
、
国
家
の
重
臣
を
災
害
が
襲
う
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

⑪
宜
藏
而
不
藏
、霧
氣
陽
陽
、宜
死
者
生
、宜
蟄
者
【
鳴
、宜
】
…
…
原
注
は
、『
管

子
』
軽
重
己
篇
に
「
宜
藏
而
不
藏
、
霧
氣
陽
陽
、
宜
死
者
生
、
宜
蟄
者
鳴
、
不

藏
之
害
也
」、
同
・
七
臣
七
主
篇
に
「
宜
死
者
生
、
宜
蟄
者
鳴
」
な
ど
と
類
似

句
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
冬
の
時
令
に
違
反
す
れ
ば
、
湿
暖
の
気
が
立

ち
上
り
、
冬
ご
も
り
し
て
い
る
は
ず
の
動
物
が
鳴
き
出
す
と
い
う
異
常
現
象
が

起
こ
る
こ
と
を
い
う
。「
蟄
」
に
つ
い
て
、『
呂
氏
春
秋
』
孟
春
紀
に
「
蟄
蟲
始

振
」
と
あ
り
、
本
来
は
「
孟
春
」
の
現
象
で
あ
る
。「
宜
蟄
者
」
の
後
、
原
釈

文
は
「
鳴
宜
」
の
二
字
を
補
う
。
こ
の
二
字
は
竹
簡
上
で
確
認
し
づ
ら
い
が
、

確
か
に
二
字
分
の
文
字
が
あ
り
、
第
七
簡
に
も
「
宜
死
者
生
、
宜
蟄
者
鳴
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
原
釈
文
の
推
測
す
る
通
り
復
元
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
但

し
、
こ
の
第
二
簡
と
次
の
第
三
簡
が
直
結
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
そ
の
よ
う
に
補
え
た
と
す
る
と
、
第
二
簡
は
、「
宜
死

者
生
、
宜
蟄
者
鳴
」
と
冬
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
三

簡
は
「
宜
實
者
榮
」
と
秋
の
事
項
の
説
明
に
な
り
、
季
節
の
順
序
が
逆
転
し
て

文
意
が
つ
な
が
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
二
簡
と
第

三
簡
と
の
連
接
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
。
総
じ
て
、
こ
の
『
陰

陽
家
言
』
に
は
、「
不
仁
而
張
」「
不
緩
而
張
」、「
宜
冬
不
冬
」「
宜
春
不
春
」、「
人

君
好
藏
」「
人
君
好
埵
爐
」「
人
君
好
水
居
漸
臺
」
な
ど
、
類
似
句
の
重
複
が
特

徴
と
し
て
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
時
令
説
を
述
べ
る
他
の
伝
世
文
献
で
も
同
様

で
あ
り
、
季
節
ご
と
に
類
似
句
が
重
複
し
て
記
載
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
従
っ

て
、
類
似
句
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
竹
簡
が
連
接
し
て
い
る
と
は
判

断
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

⑫
萬
物
皆
【
失
其
】
龍
（
和
）
…
…
原
釈
文
は
「
萬
物
皆
龍
」
と
隷
定
し
た
上
で
、

「
龍
」
を
「

」
に
読
み
替
え
、「
忌
」
の
意
と
す
る
が
、
や
や
意
味
が
通
じ
に

く
い
。
王
寧
も
、「

」
は
不
当
と
し
、
直
後
の
「
萬
物
皆
失
其
論
（
倫
）」
と

の
対
応
か
ら
、
こ
こ
は
「
失
其
」
の
二
字
を
誤
脱
し
て
い
て
、
本
来
は
「
萬
物

皆
失
其
龍
」
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
、『
広
雅
』
釈
詁
に
「
龍
、和
也
」

と
あ
る
の
を
指
摘
し
、
こ
こ
は
「
万
物
皆
失
其
和
」
の
意
で
あ
る
と
説
く
。
こ
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こ
で
は
こ
の
推
測
を
妥
当
と
し
て
解
釈
し
た
。

⑬
萬
物
皆
失
其
倫
…
…
原
釈
文
は
、「
萬
物
皆
失
其
論
」
と
隷
定
し
た
上
で
、「
論
」

を
「
倫
」
に
読
み
替
え
る
。
字
形
の
類
似
か
ら
妥
当
な
推
測
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
原
注
は
、「
倫
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ

で
は
、「
倫
序
」（
秩
序
）
の
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑭
萬
物
銷
亡
…
…
『
荘
子
』
天
地
篇
に
「
天
地
樂
而
萬
事
銷
亡
、
萬
物
復
情
、
此

之
謂
混
冥
」
と
あ
る
。
時
令
に
違
反
し
た
た
め
に
物
事
が
消
え
滅
び
る
こ
と
。

⑮
天
子
動
樂
、

春
三
05
旬
、

秋
三
旬
…
…
天
子
と
音
楽
の
関
係
に
つ
い
て
、

原
注
は
、『
礼
記
』
楽
記
篇
に
「
大
樂
與
天
地
同
和
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注

に
「
言
順
天
地
之
氣
與
其
數
也
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。「
𪚔
」
に
つ
い
て
、

原
釈
文
は
「
𪚔
春
三
旬
、
𪚔
秋
三
旬
」
と
隷
定
し
た
上
で
、「
𪚔
」
を
「

」

に
読
み
替
え
、
意
味
に
つ
い
て
は
原
注
で
は
特
に
言
及
し
な
い
。
前
記
の
よ
う

に
「
忌
」
で
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
や
意
味
が
通
り
に
く
い
。
王
寧
は
、
前
記

の
よ
う
に
「
遘
（
遘
）」
と
読
み
替
え
、『
説
文
』
に
「
遘
、
遇
也
」
と
あ
る
の

を
指
摘
し
て
、
こ
こ
は
「
天
子
動
楽
要
在
春
三
旬
和
秋
三
旬
」
の
意
で
あ
る
と

す
る
。
天
子
が
音
楽
に
よ
っ
て
天
と
通
ず
る
と
い
う
思
想
は
よ
く
理
解
で
き
る

が
、
そ
れ
を
春
秋
の
各
三
十
日
と
す
る
点
は
興
味
深
い
。
年
間
を
通
じ
て
際
限

な
く
音
楽
に
ふ
け
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
三
旬
」
に
つ

い
て
は
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
に
、
時
令
を
遵
守
し
た
結
果
、
恩
恵
が
も
た

ら
さ
れ
る
期
間
を
「
三
旬
」
と
す
る
例
が
頻
出
す
る
。
例
え
ば
、「
行
之
是
令
、

而
甘
雨
至
三
旬
」（
季
春
紀
、
孟
夏
紀
）、「
行
之
是
令
、
而
涼
風
至
三
旬
」（
孟

秋
紀
）
な
ど
。
ま
た
、『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
音
楽
に
関
す
る
篇
は
「
夏
」
に

集
中
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
第
四
簡
と
第
五
簡
は
、
文
意
の
上
か
ら

接
続
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
も
の
の
、
竹
簡
背
面
の
劃
痕
は
、
第
四
簡
に
認

め
ら
れ
ず
、
劃
痕
の
状
態
の
み
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。

⑯
掌
窌
…
…
原
注
は
、『
荀
子
』
議
兵
篇
に
「
必
發
夫
掌
窌
之
粟
以
食
之
」
と
あ
り
、

そ
の
楊
倞
注
に
「
地
藏
曰
掌
、
掌
窌
、
主
倉
粟
之
官
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。

こ
こ
は
「
掌
窌
」
と
い
う
官
自
体
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
君

が
吝
嗇
で
収
蔵
に
固
執
し
、
穀
物
倉
庫
を
開
こ
う
と
し
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑰
好
治
宮
室
…
…
原
釈
文
は
、「
好
治
宮
窒
」
に
隷
定
し
た
上
で
、「
窒
」
を
「
室
」

に
読
み
替
え
る
。『
晏
子
春
秋
』
内
篇
雑
下
に
「
晏
子
辭
曰
、
吾
君
好
治
宮
室
、

民
之
力
弊
矣
」と
あ
る
。
宮
殿
建
築
を
異
常
に
愛
好
す
る
こ
と
。
そ
の
結
果
、『
晏

子
春
秋
』
で
は
民
の
力
が
疲
弊
し
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
天

奪
之
時
」
と
さ
れ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

⑱
昔
耤
斂
無
義
…
…
原
釈
文
は「
昔
」字
を
衍
文
と
す
る
。
王
寧
は
、「
昔
」を「
索
」

を
釈
読
し
、「
人
君
好
」
が
脱
落
し
て
い
る
と
推
測
す
る
。
前
後
の
句
に
い
ず

れ
も
「
人
君
好
」
と
あ
る
の
で
妥
当
な
推
測
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ

こ
は
、
収
奪
を
好
み
、
徴
税
に
限
度
が
な
い
と
い
う
君
主
の
不
適
切
な
行
為
を

指
し
て
い
る
。

⑲
人
君
好
埵
爐
…
…
原
釈
文
は
、「
人
君
好
垂
盧
」
と
隷
定
し
た
上
で
、「
人
君
好

埵
爐
」
に
読
み
替
え
る
。
原
注
が
指
摘
す
る
通
り
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
人
君

不
善
之
応
』
に
「
人
君
好
垂
（
埵
）
盧
（
爐
）
槖
、

金
盧
、
反
山
破
石
、

（
歷
）
二
時
、
五
穀
椅
橋
」
と
い
う
類
似
句
が
見
え
る（

3
）。
君
主
が
製
鉄
鋳
造
を

愛
好
し
、
原
料
と
な
る
鉱
石
を
得
る
た
め
に
必
要
以
上
に
山
を
掘
削
し
続
け
る

こ
と
を
い
う
。
こ
の
文
意
を
重
視
す
れ
ば
、
第
六
簡
と
第
七
簡
は
接
続
し
て
い



時
令
説
の
展
開

一
〇

る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
竹
簡
背
面
の
劃
痕
は
前
掲
「
簡
背
劃
痕
示
意
図
」
の

通
り
ず
れ
て
お
り
、
こ
の
状
態
か
ら
は
必
ず
し
も
接
続
が
認
め
ら
れ
な
い
。

⑳
反
山
求
金
鐵
…
…
右
の
通
り
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
人
君
不
善
之
応
』
に
類
似

句
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
禁
』
に
も
、「
定
秋
下
霜
、
毋

以
聚
衆
鑿
山
出
金
石
」
と
あ
り
、
秋
の
時
節
の
禁
止
事
項
と
し
て
、
大
衆
を
動

員
し
て
山
を
開
削
し
、
金
石
を
掘
り
出
す
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

㉑
水
不
能
恒
…
…
こ
こ
は
、
原
釈
文
の
読
み
替
え
に
従
う
が
、
王
寧
は
、「
水
不

能
凝
（
冰
）」
と
読
む
。
前
句
「
地
不
能

（
凍
）」
と
と
も
に
、
冬
の
異
常
事

態
を
指
し
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
た
だ
、「
恒
」に
注
目
す
れ
ば
、水（
川
）

が
通
常
の
ご
と
く
流
れ
な
く
な
る
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

㉒
野
有

者
、
歷
八
時
…
…
原
釈
文
は
、「
磨
八
時
」
と
隷
定
し
た
上
で
、「
磨
」

を「
歷
」に
読
み
替
え
る
。
時
令
に
違
反
し
た
結
果
、自
然
発
生
し
た
火
災
が
延
々

と
続
く
と
い
う
意
味
か
と
推
測
さ
れ
る
。「
歴
八
時
」
に
つ
い
て
は
、
銀
雀
山

漢
墓
竹
簡
『
人
君
不
善
之
応
』
に
「
歴
八
時
而
國
亡
」
と
あ
る
。
ま
た
、同
『
三
十

時
』
に
、「
五
時
、
六
十
日
」「
十
時
、
百
廿
日
」「
十
四
時
、
百
六
十
八
日
」

な
ど
と
あ
り
、
整
理
者
は
十
二
日
が
一
時
と
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、

一
七
四
四
簡
冒
頭
を
「【
八
】
時
、
九
十
六
日
」
と
し
て
い
る
。
伝
世
文
献
に

は
「
歴
八
時
」
の
用
例
は
見
え
な
い
が
、
こ
の
『
三
十
時
』
の
記
載
を
参
考
に

し
て
、
九
十
六
日
と
理
解
し
た
い
。
従
来
確
認
さ
れ
て
い
る
時
令
説
は
、
四
時

（
四
季
）
を
基
本
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、「
十
二
」
は
天
文
暦
法
の
基
本
数
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
十
二
に
基
づ
く
時
令
説
が
別
系
統
と
し
て
存
在
し
て
い

た
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
た
だ
そ
う
す
る
と
、
こ
の
『
陰
陽
家
言
』
に
は
、

春
夏
秋
冬
の
四
時
を
基
本
と
す
る
思
想
と
、
十
二
日
を
「
一
時
」
と
す
る
思
想

と
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
王
寧
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
人

君
不
善
之
応
』
の
類
似
句
「

（
歷
）
六
時
、
則
林
有
囗
者
矣
」
の
欠
文
に
は

「

」
が
入
る
と
推
測
す
る
。「

」
は
野
火
（
山
野
の
自
然
火
災
）
の
意
。

㉓
妃
主
崩
…
…
原
注
は
、「
妃
主
」
を
「
后
妃
和
公
主
」
と
解
釈
す
る
が
、王
寧
は
、

「
崩
」（
原
釈
文
の
隷
定
は
「

」）
と
あ
る
の
に
注
目
し
、『
礼
記
』
曲
礼
下
篇

に
、「
天
子
死
曰
崩
」
と
あ
る
の
を
指
摘
し
て
、
こ
の
「
妃
主
」
は
「
王
（
皇
）

后
或
国
君
的
正
室
夫
人
之
用
事
者
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
伝
世
文
献

で
「
女
主
」
と
記
す
例
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

㉔
國
妖
死
…
…
原
釈
文
は
、「
國

死
」
と
隷
定
し
た
上
で
、「

」
を
「
妖
」
に

読
み
替
え
る
。
王
寧
は
、『
管
子
』
七
臣
七
主
篇
に
「
民
多
夭
死
」
と
あ
る
の
を

指
摘
し
て
、
こ
こ
は
「
國
」
の
後
に
「
多
」
字
を
脱
し
て
い
る
と
推
測
す
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
と
先
の
「
野
有

者
」「
妃
主
崩
」
は
と
も
に
陽
気
が
盛
ん
に
な

り
す
ぎ
た
場
合
の
災
害
で
あ
る
と
説
く
。
陽
気
が
盛
ん
に
な
り
す
ぎ
る
と
陰
気

が
衰
亡
し
、そ
の
た
め
、「
陰
」
に
属
す
女
性
が
死
亡
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

㉕
人
君
好
水
居
漸
臺
…
…
原
釈
文
は
、「
人
君
好
水
居
湛
臺
」
と
隷
定
し
た
上
で
、

「
湛
」
を
「
漸
」
に
読
み
替
え
る
。「
漸
臺
」
は
池
の
中
に
設
け
ら
れ
た
物
見
台
。

原
注
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
人
君
不
善
之
応
』
に
、「
人
君
好
水
居
漸
臺
、

極
舟
飲
酒
游
居
、

（
歷
）
二
時
、
五
穀
湛
涂
」
と
あ
り
、『
漢
書
』
郊
祀
志

に
「
其
北
治
大
池
、
漸
臺
高
二
十
餘
丈
、
名
曰
泰
液
」
と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古

注
に
「
漸
、
浸
也
。
臺
在
池
中
、
為
水
所
浸
、
故
曰
漸
臺
」
と
あ
る
の
を
指
摘

す
る
。
な
お
、
劉
向
『
列
女
伝
』
辯
通
・
斉
鍾
離
春
に
、「
漸
臺
五
重
、
黃
金

白
玉
、
琅

籠
疏
、
翡
翠
珠
璣
、
幕
絡
連
飾
、
萬
民
罷
極
、
此
二
殆
也
」
と
あ

る
の
に
よ
れ
ば
、「
漸
臺
」
は
単
な
る
建
設
物
で
は
な
く
、
君
主
の
奢
侈
の
象
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徴
で
あ
り
、
そ
の
構
築
が
度
を
過
ぎ
る
と
民
の
疲
弊
に
つ
な
が
る
と
意
識
さ
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
も
、
君
主
が
水
遊
び
・
船
遊
び
を
愛
好
し
、
政

務
を
離
れ
て
、
池
の
中
に
作
っ
た
高
殿
に
入
り
浸
っ
て
遊
興
し
て
い
る
こ
と
を

言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

㉖
榮
芋
零
…
…
原
釈
文
は
「
榮
芋
令
」
と
隷
定
し
た
上
で
、「
令
」
を
「
零
」
に

読
み
替
え
る
。「
零
」
は
零
落
、
草
花
が
枯
れ
し
ぼ
む
の
意
。「
芋
」
字
は
、
原

注
に
従
い
「
華
」
に
読
む
。

㉗
大
臣
、
則
天
下
覆
。
參
、
則
大
臣
疾
、
榮
芋
零
、
苴
多

、
山
多
螟
、
大
兵
起
、

天
下
訖
。
九
、
則
君
卒
矣
…
…
こ
の
一
節
に
つ
い
て
、
王
寧
は
、
銀
雀
山
漢
墓

竹
簡
『
為
政
不
善
之
応
』
に
「
爲
正
（
政
）
壹
擾
則
虫
、再
則
蛾
、三
則
冥
（
螟
）、

四
則
踲
、
五
則

、
六
則
兵
作
、
七
則
君
𣨛
」、「
爲
正
（
政
）
壹
暴
則
胞
（
雹
）、

再
則
如
垸
（
丸
）、
三
則
盈
握
、
四
則
穿
屋
、
五
則
如
杚
、
六
則
兵
作
、
七
則

君
𣨛
」
と
あ
る
の
を
指
摘
し
て
、
こ
こ
に
は
文
字
の
省
略
が
あ
り
、
本
来
全
文

は
、「﹇
爲
政
壹
囗
則
囗
﹈
大
臣
、﹇
再
﹈
則
天
下
覆
、
參
（
三
）
則
大
臣
疾
、﹇
四

則
﹈
榮
芋
（
華
）
令
（
零
）、﹇
五
則
﹈
苴
多

、﹇
六
則
﹈
山
多
螟
、﹇
七
則
﹈

大
兵
起
、﹇
八
則
﹈
天
下
訖
、
九
則
君
卒
矣
」
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
推
測
す
る
。

段
階
的
に
災
害
の
度
合
い
が
増
す
こ
と
を
説
く
一
節
で
あ
る
。
但
し
、
銀
雀
山

漢
墓
竹
簡
『
為
政
不
善
之
応
』
を
参
考
に
し
て
、
こ
こ
も
「
壹
」
か
ら
「
九
」

ま
で
の
段
階
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
の
推
測
に
は
、
や
や
疑
問
も
持
た
れ
る
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
こ
は
「
参
」
と
「
九
」
の
み
が
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
為
政
不
善
之
応
』
は
、
君

主
の
死
亡
と
い
う
最
悪
の
事
態
は
「
七
」
の
段
階
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
こ
こ
は
「
九
」
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
が
単
純
に
他
の
数
を
書

き
漏
ら
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
と
北
京
大
学
竹
簡
と
で
は

類
似
句
を
使
い
な
が
ら
も
、
異
な
る
理
屈
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
例
え
ば
、
こ
こ
に
「
参
」
と
「
九
」
の
み
が
見
え
る
の
は
、
他
の
数
字

の
書
き
漏
ら
し
で
な
く
、「
参
」
と
「
九
」
自
体
に
大
き
な
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。「
参
」
は
、
単
な
る
三
回
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
た
び
た
び
・
多
い
・
し
ば
し
ば
の
意
を
表
す
。
ま
た
、「
九
」

も
同
様
で
あ
る
が
、
特
に
究
極
の
数
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ

は
他
の
数
字
を
誤
脱
し
た
の
で
は
な
く
、「
参
」
の
結
果
と
し
て
「
大
臣
疾
」

か
ら
「
天
下
訖
」
ま
で
が
起
こ
り
、「
九
」
の
結
果
と
し
て
「
君
卒
」
に
至
る

と
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

㉘
苴
多

、
山
多
螟
…
…
原
注
は
、『
管
子
』
七
臣
七
主
篇
に
「
四
者
俱
犯
、
則

陰
陽
不
和
、
風
雨
不
時
、
…
…
苴
多

蟆
、
山
多
蟲
螟
」
と
あ
り
、『
詩
経
』

小
雅
・
大
田
に
「
去
其
螟

」、
そ
の
毛
伝
に
「
食
心
曰
螟
、
食
葉
曰

」
と

あ
る
の
を
指
摘
す
る
。「

」「
螟
」
は
い
ず
れ
も
穀
物
・
植
物
を
食
い
荒
ら
す

害
虫
。

㉙
之
火
…
…
直
後
の
「
秋
食
金
燧
之
」
か
ら
推
測
し
て
、
こ
の
直
前
に
、
例
え
ば

「
春
食
□
□
」
と
い
う
四
字
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
の
十
簡

の
上
端
と
九
簡
の
下
端
に
は
欠
損
が
な
い
こ
と
か
ら
、
九
簡
と
十
簡
は
直
結
せ

ず
、「
春
食
□
□
」
と
い
う
句
を
下
端
に
持
つ
竹
簡
が
本
来
は
別
に
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。

㉚
金
燧
…
…
原
釈
文
は
「
金
遂
」
と
隷
定
し
た
上
で
、「
遂
」
を
「
燧
」
に
読
み

替
え
る
。「
金
燧
」は
太
陽
か
ら
火
を
取
る
器
を
言
う
。『
礼
記
』内
則
篇
に
、「
左

佩
紛

刀
礪
小

金
燧
、
右
佩
玦
捍
管

大

木
燧
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注



時
令
説
の
展
開

一
二

に
「
金
燧
何
取
火
於
日
、
木
燧
鑽
火
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
秋
」
の
食

事
に
使
う
火
は
「
金
燧
」
に
よ
る
べ
し
と
説
か
れ
て
い
る
。

㉛
□
於
□
□
十
二
室
…
…
原
釈
文
は
、「
□
於
□
□
十
二
窒
」
と
隷
定
し
た
上
で
、

「
窒
」
を
「
室
」
に
読
み
替
え
る
。
王
寧
は
、
拡
大
赤
外
線
写
真
と
文
意
か
ら
、

「
□
於
﹇
作
之
﹈
十
二
窒
（
室
）」
と
、「
作
之
」
の
二
字
が
補
え
る
と
す
る
が
、

未
詳
。

32
月
迭

燧
易
火
…
…
原
釈
文
の
隷
定
は
、「
月
佚
鐫
【
遂
】
昜
火
」。
原
釈
文
は
、

竹
簡
の
「
鐫
」
と
「
易
」
の
間
に
一
字
分
空
間
が
あ
る
の
を
重
視
し
、
こ
こ
に

「
遂
（
燧
）」
字
を
補
っ
た
上
で
、「
月
迭
、

燧
易
火
」
と
釈
読
す
る
。
王
寧

は
句
読
の
位
置
が
違
う
と
し
て
、「
月
迭
鑚
燧
易
火
」
と
釈
読
し
、「
根
據
時
令

按
照
月
份
更
迭
鑚
燧
改
火
」
の
意
で
あ
る
と
説
く
。
な
お
、『
論
語
』
陽
貨
篇

に
「
舊
穀
既
沒
、新
穀
既
升
、鑽
燧
改
火
、期
可
已
矣
」
と
あ
り
、そ
の
『
集
解
』

に
馬
融
の
説
と
し
て
、「
周
書
月
令
有
更
火
之
文
。
春
取
榆
柳
之
火
、
夏
取
棗

杏
之
火
、
季
夏
取
桑
柘
之
火
、
秋
取
柞
楢
之
火
、
冬
取
槐
檀
之
火
。
一
年
之
中
、

鑚
火
各
異
木
、
故
曰
改
火
也
」
と
あ
り
、
四
季
ご
と
に
「
改
火
」
す
る
こ
と
と

す
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
月
迭
」
と
あ
る
の
で
、
月
ご
と
に
採
火
の
た
め
の
道

具
（
火
打
ち
石
や
錐
も
み
）
を
変
え
、
火
を
新
た
に
す
る
の
意
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

33

金
炭
…
…
原
注
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
人
君
不
善
之
応
』
に
「
人
君
好
垂

（
埵
）
盧
（
爐
）
槖
、

金
盧
」
と
あ
る
の
を
指
摘
し
、
そ
の
下
の
方
の
「
盧
」

字
は
「
炭
」
字
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
前
文
や
『
人
君
不
善
之
応
』

を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
こ
も
時
令
に
違
反
し
た
君
主
の
行
為
を
指
し
て
い
る
と

理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
前
後
と
の
文
意
の
接
続
は
未
詳
で
あ
る
。

34
埵
爐
橐
、
鼓
金
石
…
…
原
注
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
人
君

不
善
之
応
』
に
「
人
君
好
垂
（
埵
）
盧
（
爐
）
槖
、

金
盧
、
反
山
破
石
」
と

い
う
類
似
句
が
見
え
る
。
ま
た
第
七
簡
に
も
「
人
君
好
埵
爐
、反
山
破
求
金
鐡
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
埵
爐
橐
」
の
前
に
「
好
」
字
が
脱
落
し
て
い
る
可
能
性

を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、「
鼓
」
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』
厳
朱
吾
丘
主
父
徐
厳

終
王
賈
伝
に
、「
使
膠
東
魯
國
鼓
鑄
鹽
鐵
」
と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
に
「
如

淳
曰
、
鑄
銅
鐵
、
扇
熾
火
、
謂
之
鼓
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、「
鼓
金
石
」
と
は
、

鞴
で
火
を
煽
っ
て
金
石
を
溶
か
す
意
。

35
天
氣
發
、
地
氣
弗
應
、
則
爲
風
…
…
原
注
は
、『
易
緯
乾
鑿
度
』
巻
上
に
「
陰

陽
升
、
所
謂
應
者
、
地
上
有
陰
、
而
天
上
有
陽
、
曰
應
」、「
動
於
地
之
下
、
則

應
於
天
之
下
。
動
于
地
之
中
、
則
應
於
天
之
中
。
動
于
地
之
上
、
則
應
天
之
上
」

と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注
に
「
天
氣
下
降
以
感
地
、
故
地
氣
升
動
而
應
天
也
」
と

あ
る
の
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
は
風
の
発
生
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。

36
地
氣
發
、天
氣
弗
應
、則
爲
霧
…
…
原
注
は
、類
似
句
が
『
爾
雅
』
釈
天
に
「
天

氣
下
、
地
不
應
曰

、
地
氣
發
、
天
不
應
曰
霧
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。
こ

こ
は
霧
の
発
生
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。

37
天
地
相
應
、
則
爲
雨
…
…
原
注
は
、『
太
平
御
覧
』
天
部
引
く
『
春
秋
元
命
苞
』

に
「
陰
陽
和
而
爲
雨
」
と
あ
り
、『
周
易
』
睽
に
「
往
遇
雨
則
吉
」
と
あ
り
、

そ
の
孔
穎
達
疏
に
「
雨
者
陰
陽
交
和
之
道
也
」
と
あ
る
の
を
指
摘
す
る
。
な
お
、

こ
の
第
十
二
簡
に
つ
い
て
、
龐
壯
城
は
、
第
一
簡
・
第
二
簡
と
と
も
に
第
一
組

に
属
し
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、第
一
簡
・
第
二
簡
は
、「
春
氣
」「
夏
氣
」「
冬

氣
」
と
い
っ
た
四
時
に
つ
い
て
説
く
も
の
で
、第
十
二
簡
と
は
内
容
が
異
な
る
。

広
く
自
然
現
象
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
類
似
し
て
い
る
と
も
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言
え
る
が
、竹
簡
の
接
続
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
未
詳
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

四
、『
陰
陽
家
言
』
の
構
成
と
論
理

以
上
、
便
宜
的
に
一
簡
ず
つ
分
割
し
て
釈
読
し
て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
以

下
の
よ
う
に
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
は
、
竹
簡
連
接
の
問
題
で
あ
る
。
文
意
の
上
か
ら
も
、
劃
痕
の
状
態
か
ら

も
間
違
い
な
く
竹
簡
の
連
接
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
第
五
簡
と
第
六
簡
で
あ
る
。

ま
た
、
劃
痕
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
第
四
簡
も
第
五
簡
と
連
続
し
て
い
る
可

能
性
が
極
め
て
高
い
。「

春
三
05
旬
、

秋
三
旬
」
と
い
う
語
句
の
ま
と
ま
り

は
無
視
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
第
四
簡
・
第
五
簡
・
第
六
簡
の
連
接
は
認
定
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
王
寧
氏
も
龐
壯
城
氏
も
認
め
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

で
は
そ
れ
以
外
で
、
直
接
連
接
し
て
い
る
竹
簡
は
見
い
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。

劃
痕
の
状
態
か
ら
は
、
第
十
簡
と
第
十
一
簡
も
連
続
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

確
か
に
、
両
簡
は
「
火
」
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
類
似
性
が
認
め
ら
れ
よ

う
。
王
寧
氏
は
、
こ
の
連
接
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
第
十
簡
末
尾
の
「
而
必

食
歲
之
所
美
」
と
第
十
一
簡
冒
頭
の
「
易
火
而
發
火
正
」
と
は
、
文
意
が
直
結
し

て
い
る
の
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
第
十
一
簡
の
「
人
君

金
炭
」
以

下
の
文
意
が
「
易
火
而
發
火
正
」
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
も
分
か

り
づ
ら
い
。
そ
こ
で
、
龐
壯
城
氏
は
こ
の
両
簡
は
接
続
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
点
は
保
留
と
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
劃
痕
は
寸
分
の
狂
い
な
く
連
続
し
て
付
け
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

他
の
北
京
大
学
竹
簡
の
例
で
も
、
数
ミ
リ
の
誤
差
は
認
め
ら
れ
る
。
劃
痕
を
付
け

る
際
、
竹
材
そ
の
も
の
が
多
少
上
下
に
ず
れ
る
こ
と
は
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
劃
痕

そ
の
も
の
は
き
れ
い
に
連
続
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
竹
簡
上
下
端
の
微
妙
な
破

損
に
よ
り
、
ず
れ
て
見
え
る
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
劃
痕
は
竹
簡
配
列

の
有
力
な
手
が
か
り
で
あ
る
が
、
連
続
し
て
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
過
ぎ
た

り
、
数
ミ
リ
の
誤
差
に
固
執
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
と
、
却
っ
て
誤
配
列
を
来
す

こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
は
十
分
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、思
想
的
特
質
の
問
題
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
こ
の
文
献
が「
陰

陽
家
言
」
と
仮
称
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
全
体
は
、
概
ね
陰
陽
家

の
思
想
で
あ
る
。
た
だ
、
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
そ
こ
に
、
複
数
の
異
な
る
論
理

が
併
存
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
ず
、
第
一
簡
、
第
二
簡
、
第
三
簡
は
、
四
時
と
人
為
（
君
主
の
行
為
）
と
の

関
係
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
そ
の
時
節
に
行
う
べ
き
人
事
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

災
い
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
簡
は
「
春
」、
第
二
簡
は
「
冬
」、
第
三

簡
は
「
冬
」
と
「
春
」（
さ
ら
に
末
尾
に
「
夏
」
字
が
見
え
る
）
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、四
時
を
基
に
し
た
時
令
説
に
該
当
す
る
思
想
で
あ
ろ
う（
そ

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
後
述
す
る
）。

次
に
、
四
時
と
の
関
係
を
明
示
し
な
い
も
の
の
、
や
は
り
、
為
政
者
の
不
善
に

よ
っ
て
災
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
も
の
が
あ
る
。
第
四
簡
は
、「
甚
張
、

誅
殺
甚
明
、
萬
物
銷
亡
、
公
門
改
行
、
國
有
大
喪
、
中
壟
之
殃
」
と
、
第
一
簡
に

類
似
す
る
語
句
を
連
ね
る
が
、
そ
の
直
後
で
は
、「
故
天
子
動
樂
…
…
」
と
、「
君
」

で
は
な
く
「
天
子
」
が
主
体
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
続
く
第
五
簡
・

第
六
簡
で
は
、
ま
た
主
体
が
「
人
君
」
と
な
り
、
そ
の
人
君
と
「
天
」「
地
」「
民
」

と
の
関
係
が
説
か
れ
る
。
第
七
簡
も
、
主
体
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
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一
四

く
人
君
の
行
為
を
問
題
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
不
善
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
災
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
八
簡
は
「
人
君
」
の
不
善
が
問
題
に
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
春
夏
な
ど
の
四
時
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
災

い
が
下
る
と
す
る
点
は
同
様
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
第
八
簡
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
通
り
、「
八
時
」
と
い
う
語
に
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、銀
雀
山
漢
墓
竹
簡『
三
十
時
』の
よ
う
に「
九
十
六

日
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
四
季
や
月
と
は
異
な
る
「
十
二
日
」

と
い
う
時
間
の
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
史
記
』
太
史
公
自
序

で
は
「
陰
陽
家
」
の
説
明
と
し
て
、「
嘗
竊
觀
陰
陽
之
術
、
大
祥
而
衆
忌
諱
、
使

人
拘
而
多
所
畏
。
然
其
序
四
時
之
大
順
、
不
可
失
也
」
と
あ
り
、
陰
陽
家
に
と
っ

て
の
時
間
の
基
準
が
四
時
で
あ
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
が
、
一
方
、『
漢
書
』
芸

文
志
で
は
、
陰
陽
家
を
定
義
し
て
、「
陰
陽
家
者
流
、
蓋
出
於
羲
和
之
官
。
敬
順

昊
天
、
歷
象
日
月
星
辰
、
敬
授
民
時
、
此
其
所
長
也
」
と
あ
っ
て
、
時
間
の
基
準

を
四
時
の
み
に
限
定
し
て
い
な
い
。「
歷
象
日
月
星
辰
」
の
記
載
か
ら
は
、
む
し

ろ
天
文
暦
法
の
基
数
で
あ
る
「
十
二
」
が
連
想
さ
れ
よ
う
。『
陰
陽
家
言
』
の
「
八

時
」
は
、
む
し
ろ
こ
の
芸
文
志
の
定
義
に
合
致
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
れ
ら
と
は
若
干
論
理
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
第
九
簡
で
あ
る
。

先
に
語
注
で
解
説
し
た
通
り
、
こ
こ
は
、「
参
」「
九
」
と
い
う
程
度
を
示
す
語
に

よ
っ
て
、
不
正
の
累
積
を
示
し
て
い
る
。
君
主
の
不
善
が
災
い
を
も
た
ら
す
と
い

う
点
で
は
、
他
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
そ
の
程
度
が
過
剰
で
あ
る
場

合
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
こ
の
点
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
）。

さ
ら
に
、
そ
れ
と
も
異
な
る
も
の
と
し
て
、
第
十
簡
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
四

時
と
「
改
火
」
と
「
食
」
と
の
関
係
が
説
か
れ
て
い
る
。
四
時
を
説
く
点
で
は
、

第
一
簡
、
第
二
簡
、
第
三
簡
な
ど
と
類
似
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
時
令
に
違
反
し

た
場
合
の
災
い
が
説
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
季
節
ご
と
、
ま
た
は
月
ご
と
に
に
火

を
変
え
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
前
後
に
、
こ
う
し

た
「
改
火
」
に
違
反
し
た
場
合
の
災
い
を
記
す
竹
簡
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

こ
の
竹
簡
か
ら
は
何
と
も
言
え
な
い
。

最
後
に
、
風
・
霧
・
雨
の
発
生
シ
ス
テ
ム
を
説
く
第
十
二
簡
が
あ
る
。
龐
壯
城

氏
は
、
こ
れ
を
第
一
簡
、
第
二
簡
と
と
も
に
第
一
組
に
分
類
し
て
い
る
。
第
一
簡
、

第
二
簡
は
四
時
と
人
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
前
提
と
し

て
、
こ
う
し
た
自
然
現
象
の
発
生
に
つ
い
て
説
い
た
の
が
第
十
二
簡
と
い
う
理
解

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
唐
突
な
感
じ
を
拭
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
第
一
簡
や

第
二
簡
に
直
結
す
る
内
容
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
み
る
と
、
こ
の
『
陰
陽
家
言
』
に
は
、
少
な
く
と

も
四
類
の
論
理
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
一
は
、
四
時
と
人
為
と
の

関
係
を
説
く
も
の
。
第
二
は
、
四
時
と
の
関
係
は
説
か
な
い
な
が
ら
も
、
為
政
者

の
不
善
が
も
た
ら
す
災
い
に
つ
い
て
説
く
も
の
。
第
三
は
、
特
に
不
正
の
累
積
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
が
段
階
を
追
っ
て
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
と
説
く
も
の
。
第

四
は
、
風
・
霧
・
雨
な
ど
の
自
然
現
象
の
発
生
シ
ス
テ
ム
を
説
く
も
の
、
で
あ
る
。

但
し
、
そ
れ
ら
の
前
後
関
係
は
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に

舌
足
ら
ず
の
印
象
は
拭
え
ず
、
王
寧
氏
が
す
で
に
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
『
陰

陽
家
言
』
に
は
、
複
数
の
未
見
残
簡
の
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
十
二
簡
の
み
で
完
結
し
た
文
献
で
あ
っ
た
と
は
到
底
思
え
な
い
。



一
五

漢
字
學
硏
究　

第
六
號

よ
っ
て
、『
陰
陽
家
言
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
竹
簡
連
接
や
段
落
分
け
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
以
上
の
確
証
は
な
く
、
現
時
点
で
は
、
右
の
四
類
の
論
理
が
併
存
し

て
い
る
と
い
う
理
解
に
止
め
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
四
類
に
分

か
れ
る
と
は
言
え
、
こ
の
文
献
の
基
調
は
天
人
相
関
思
想
で
あ
り
、
特
に
四
時
を

基
準
と
し
た
時
令
が
説
か
れ
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

五
、  

銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
と

『
陰
陽
家
言
』

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
『
陰
陽
家
言
』
の
思
想
的
特
質
や
位
置
は
、
ど
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
銀
雀
山
漢

墓
竹
簡
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

一
九
七
二
年
、
中
国
山
東
省
臨
沂
銀
雀
山
の
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
銀
雀
山
漢
墓

竹
簡
は
、
一
九
八
五
年
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
﹇
壹
﹈』（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理

小
組
、
文
物
出
版
社
）
と
し
て
、
そ
の
一
部
が
公
開
さ
れ
た
。
こ
の
第
一
輯
に
収

録
さ
れ
た
の
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
内
の
『
孫
子
兵
法
』『
孫
臏
兵
法
』『
尉
繚

子
』『
晏
子
』『
六
韜
』『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
、
こ
れ

以
外
に
も
、第
二
輯
に
「
佚
書
叢
残
」
が
、ま
た
第
三
輯
に
「
散
簡
」「
篇
題
木
牘
」

「
元
光
元
年
暦
譜
」
が
収
録
さ
れ
る
と
の
予
告
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
一
月
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
﹇
貳
﹈』
が
刊
行
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、第
一
輯
で
予
告
さ
れ
て
い
た
「
佚
書
叢
残
」
に
該
当
す
る
も
の
で
、

全
体
は
、「
論
政
論
兵
之
類
」「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」「
其
他
」
の
三
部
に
類

別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
は
、
内
容
的
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
た
ま
た
ま
第
一
輯
か
ら
漏
れ
た
も
の
が
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
内
、
本
稿
と
の
関
係
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
陰
陽
時
令
・

占
候
之
類
」
で
あ
る
。

右
の
語
注
の
中
で
も
、
す
で
に
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
為
政
不
善
之
応
』『
人
君

不
善
之
応
』
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
そ
の
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」

に
分
類
さ
れ
た
文
献
で
あ
る
。
改
め
て
、『
陰
陽
家
言
』
と
の
類
似
点
を
整
理
し

て
み
よ
う
。

ま
ず
『
為
政
不
善
之
応
』（
一
九
二
二
簡
〜
一
九
三
一
簡
）
は
、
次
の
よ
う
な

構
文
で
、
十
一
条
が
確
認
さ
れ
る
。

爲
正
（
政
）
壹
擾
則
虫
、
再
則
蛾
、
三
則
冥
（
螟
）、
四
則
踲
、
五
則

、

六
則
兵
作
、
七
則
君
𣨛
。（
一
九
二
二
簡
）

爲
正
（
政
）
壹
暴
則
胞
（
雹
）、
再
則
如
垸
（
丸
）、
三
則
盈
握
、
四
則
穿
屋
、

五
則
如
杚
、
六
則
兵
作
、
七
則
君
𣨛
。（
一
九
二
三
簡
）

右
の
よ
う
に
「
一
」
か
ら
「
七
」
へ
と
君
主
の
不
善
が
累
積
し
て
い
く
過
程
を

説
い
て
お
り
、
い
ず
れ
の
条
で
も
、
最
後
の
「
七
」
で
君
主
が
死
亡
す
る
と
さ
れ

て
い
る
。
語
注
で
考
察
し
た
と
お
り
、
王
寧
氏
は
、
こ
れ
を
根
拠
に
『
陰
陽
家
言
』

第
八
簡
を
「﹇
爲
政
壹
囗
則
囗
﹈
大
臣
、﹇
再
﹈
則
天
下
覆
、
參
（
三
）
則
大
臣
疾
、

﹇
四
則
﹈
榮
芋
（
華
）
令
（
零
）、﹇
五
則
﹈
苴
多

、﹇
六
則
﹈
山
多
螟
、﹇
七
則
﹈

大
兵
起
、﹇
八
則
﹈
天
下
訖
、
九
則
君
卒
矣
」
と
復
元
す
る
案
を
提
示
し
て
い
る
。

但
し
、『
陰
陽
家
言
』
は
「
参
」
と
「
九
」
を
特
に
重
視
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、

『
為
政
不
善
之
応
』
と
は
論
理
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
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一
六

次
に
、『
人
君
不
善
之
応
』（
一
九
三
三
簡
〜
一
九
四
四
簡
）
は
、「
人
君
好
」

か
ら
始
ま
る
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
条
冒
頭
に
墨
点
「
・
」
が
付
け
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
「
・
人
君
好
」
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
五
つ
の

条
で
あ
る
。
特
に
次
の
二
条
は
、『
陰
陽
家
言
』
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
。

・
人
君
好
水
居
漸
臺
、
極
舟
飲
酒
游
居
、

（
歷
）
二
時
、
五
穀
湛
涂
。

（
歷
）
四
時
、山
出
泉
。

（
歷
）
六
時
、則
石
辟
（
劈
）
而
出
泉
。

（
歷
）

八
時
而
國
亡
。（
一
九
三
三
〜
一
九
三
四
簡
）

・
人
君
好
垂
（
埵
）
盧
（
爐
）
槖
、

金
盧
〈
炭
〉、
反
山
破
石
、

（
歷
）

二
時
、
五
穀
椅
橋
。

（
歷
）
四
時
、
大
火
焚
臧
（
藏
）。

（
歷
）
六
時
、

則
林
有
囗
者
矣
。

（
歷
）
八
時
而
國
亡
。（
一
九
三
五
〜
一
九
三
六
簡
）

こ
こ
に
は
、『
陰
陽
家
言
』
と
の
類
似
句
が
複
数
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
二
時
」

「
四
時
」「
六
時
」「
八
時
」
と
い
う
時
間
の
基
準
も
注
目
さ
れ
る
。
語
注
で
考
察

し
た
と
お
り
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
三
十
時
』
で
は
、
一
時
を
十
二
日
と
し
て
お

り
、『
陰
陽
家
言
』
の
「
歴
八
時
」
も
、
九
十
六
日
と
理
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
も
同
様
で
あ
る
な
ら
ば
、
時
間
の
基
準
に
関
し
て
も
両
者

は
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
北
京
大
学
竹
簡
『
陰
陽
家
言
』
と
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
為
政
不

善
之
応
』『
人
君
不
善
之
応
』
と
は
、
君
主
の
不
正
が
累
積
し
て
い
く
と
そ
の
段

階
に
応
じ
て
災
い
が
起
こ
り
、
最
終
的
に
は
君
主
の
死
亡
ま
た
は
国
家
の
滅
亡
に

至
る
、
と
す
る
論
旨
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
語
句
に
つ
い
て
も
重

複
が
見
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
両
者
の
先
後
関
係
を
明
ら
か
に
で
き
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
漢
代
初
期
ま
で
に
、
こ
う
し
た
思
想
や
語
句

が
広
く
思
想
家
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、『
陰
陽
家
言
』
の
論
理
は
、
先
に
ま
と
め
た
通
り
、
少
な
く
と
も
四
類

存
在
す
る
。
そ
の
内
で
も
、「
四
時
」
を
基
準
に
し
た
時
令
の
思
想
が
見
ら
れ
る

点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
為
政
不
善
之
応
』『
人
君
不
善
之
応
』は
、

為
政
者
の
不
善
の
累
積
を
説
く
だ
け
で
、
そ
こ
に
季
節
の
問
題
は
介
在
し
て
い
な

い
。で

は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
に
は
、
四
時
や
五
行
の

要
素
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
は
残
欠
が
激
し
く
、
内

容
を
確
認
し
づ
ら
い
も
の
も
多
い
が
、『
為
政
不
善
之
応
』『
人
君
不
善
之
応
』
以

外
で
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
に
分
類
さ
れ
た
主
な
文
献
を
こ
う
し
た
視
点
か

ら
以
下
に
概
観
し
て
み
よ
う（

4
）。

・『
曹
氏
陰
陽
』
…
…
四
時
を
陰
陽
の
気
か
ら
定
義
し
、
そ
れ
を
遵
守
し
た
場
合
、

お
よ
び
違
反
し
た
場
合
が
説
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
秋
冬
、
陰
也
。
春
夏
、

陽
也
」（
一
六
二
三
簡
）、「
春
之
陰
、
正
月
三
月
。
正
月
者
刑
」（
一
六
二
四
簡
）、

「
夏
之
陰
、五
月
也
」（
一
六
二
五
簡
）、「
秋
月
者
、諸
物
盡
反
（
返
）
陰
、以
此
徙
、

與
物
倶
入
静
、吉
。
若
以
春
夏
徙
、厥
陰
之
陽
散
、有
死
之
徒
也
」（
一
六
二
六
簡
）。

・『
禁
』
…
…
四
時
ご
と
の
禁
忌
（
タ
ブ
ー
）
が
記
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
春
毋
伐

木
、華
䈚
生
。
夏
毋
犯
火
、精
薪
豐
。
秋
毋
犯
金
、当
銀
昭
。
冬
毋
犯
水
、甘
泉
出
」

（
一
六
九
七
簡
）。
こ
う
し
た
趣
旨
は
、『
管
子
』
七
臣
七
主
篇
に
説
か
れ
る
「
四
禁
」

に
類
似
す
る
。
但
し
、「
故
守
國
無
禁
、
必
傷
於
民
。
土
無
禁
則
年
不
長
、
木
無
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禁
則
百
體
短
、火
無
禁
則
物
不
豐
、金
無
禁
則
筋
」（
一
七
〇
二
簡
）
と
「
土
」「
木
」

「
火
」「
金
」
と
あ
り
、
こ
の
後
に
「
水
無
禁
…
…
」
の
句
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

五
行
説
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

・『
三
十
時
』（
仮
称
）
…
…
前
記
の
通
り
、「
五
時
、
六
十
日
」「
十
時
、
百
廿
日
」

「
十
四
時
、百
六
十
八
日
」
な
ど
と
あ
り
、十
二
日
が
一
時
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「【
八
】
時
、九
十
六
日
、霜
氣
也
、殺
氣
也
。
以
戦
客
勝
。
攻
城
、城
不
取
、邑
疫
」

（
一
七
四
四
簡
）
と
あ
る
よ
う
に
、
時
節
と
軍
事
の
勝
敗
と
の
関
係
が
説
か
れ
る

点
に
特
色
が
あ
る
。

・『
迎
四
時
』（
仮
称
）
…
…
天
子
が
四
時
を
迎
え
る
際
の
事
項
に
つ
い
て
説
い
て

い
る
。
例
え
ば
、「
故
距
冬
日
至
【
□
】
六
日
、
天
子
迎
春
於
東
堂
…
…
角
、
舞

之
以
羽
翟
、
此
迎
春
之
樂
也
。
距
春
分
卌
六
日
、
天
子
迎
夏
…
…
」（
一
八
八
〇

〜
一
八
八
一
簡
）。
整
理
者
原
注
が
指
摘
す
る
と
お
り
、『
尚
書
大
伝
』
の
内
容
と

類
似
し
て
い
る
。

・『
四
時
令
』（
仮
称
）
…
…
月
ご
と
の
天
子
の
発
令
を
記
す
。
例
え
ば
、「
七
月

朔
日
、
天
子
出
令
、
令
西
輔
入
御
、
令
曰
、
趣
賦
斂
、
興
力
事
、
審
關
市
、
斬
伐

勿
禁
、
弋
射
田
獵
勿
禦
」（
一
八
九
六
〜
一
八
九
七
簡
）、「
十
月
朔
日
、
命
北
輔

入
御
、
令
曰
、
繕
甲
厲
兵
、
合
計
爲
兵
」（
一
七
九
七
〜
一
八
九
八
簡
）。
整
理
者

原
注
が
指
摘
す
る
と
お
り
、『
管
子
』
五
行
篇
と
内
容
が
類
似
す
る
。

・『
五
令
』（
仮
称
）
…
…
「
徳
令
」「
義
令
」「
恵
令
」「
威
令
」「
罰
令
」
の
五
つ

の
政
令
を
掲
げ
、
ま
た
そ
れ
ら
が
自
然
の
季
節
と
対
応
し
て
い
て
、
そ
れ
に
違
反

す
る
と
災
い
が
生
ず
る
こ
と
を
説
く
。
例
え
ば
、「
德
令
者
、
求
諸
孤
幼
不
能
自

衣
食
者
、廩

之
、以
助
生
。
毋
壅
塞
川
澤
、發
令
者
有
咎
、民
多
腸
疾
」（
一
九
〇
一

〜
一
九
〇
二
簡
）、「
故
德
令
失
則
羽
虫
爲
災
」（
一
九
一
〇
簡
）。

・『
不
時
之
応
』（
仮
称
）
…
…
四
季
ご
と
に
、時
宜
に
合
わ
な
い
こ
と
が
累
積
（
一

か
ら
六
ま
で
）す
る
と
そ
れ
に
対
応
し
て
段
階
的
に
災
い
が
起
こ
る
こ
と
を
説
く
。

例
え
ば
、「
春
三
月
、
一
不
時
、
孟
種
不
熟
。
再
不
時
、
二
種
不
熟
。
三
不
時
、

三
種
不
熟
。
四
不
時
、
四
種
不
熟
。
五
不
時
、
五
種
不
熟
。
六
不
時
、
不
出
三
歲

降
如
脊
」（
一
九
一
四
〜
一
九
一
五
簡
）。

こ
の
よ
う
に
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
に
は
、
明
ら
か

に
四
時
や
五
行
を
背
景
と
す
る
時
令
思
想
が
見
ら
れ
る
。も
っ
と
も
、「
陰
陽
時
令
・

占
候
之
類
」
と
は
便
宜
的
な
総
称
で
あ
り
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
た
諸
文
献
個
々
の

成
立
事
情
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
漢
代
初
期
ま
で

に
、
広
義
の
「
陰
陽
家
」
に
該
当
す
る
様
々
な
思
想
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
も
、
北
京
大
学
竹
簡
『
陰
陽
家
言
』

も
、
そ
う
し
た
思
想
の
一
つ
と
し
て
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

六
、
時
令
説
の
展
開

で
は
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
や
『
礼
記
』
月
令
篇
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
時
令
説
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。そ
こ
で
改
め
て
、

『
陰
陽
家
言
』
の
内
で
時
令
説
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
抽
出
す
る
と
以



時
令
説
の
展
開

一
八

下
の
通
り
で
あ
る
。

01
春
氣
作
生
、
君
氣
作
仁
、
不
仁
而
張
、
六
風
王
王
、
公
門
改
行
、
中
壟
之
殃
。

夏
氣
作
緩
、
不
緩
而
張
、

02
實
者
榮
、
國
家
失
情
、
必
害
卿
正
。
冬
氣
宜
藏
、
宜
藏
而
不
藏
、
霧
氣
陽
陽
、

宜
死
者
生
、
宜
蟄
者
【
鳴
、
宜
】

03
實
者
榮
、
國
家
失
情
、
必
害
卿
正
。
宜
冬
不
冬
、
萬
物
皆
（
失
其
）
龍
。
宜
春

不
春
、
萬
物
皆
失
其
倫
。
宜
夏

竹
簡
の
連
接
性
は
定
か
で
は
な
い
が
、
第
一
簡
に
は
「
春
」
と
「
夏
」、
第
二

簡
に
は
「
冬
」、
第
三
簡
に
は
「
冬
」
と
「
春
」
の
語
が
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季

節
の
時
宜
に
違
反
し
た
場
合
の
災
い
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
時
令
の
思

想
を
説
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

但
し
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
や
『
礼
記
』
月
令
篇
な
ど
の
時
令
説
と
対
比
す

る
と
、
相
違
点
も
見
い
だ
せ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
時
令
説
の
代

表
と
し
て
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
（
正
確
に
は
十
二
紀
の
各
首
章
）
に
注
目
し

て
み
よ
う
。
ま
ず
冒
頭
の
「
孟
春
」
の
記
載
に
つ
い
て
、
便
宜
上
、
①
〜
⑤
の
番

号
を
付
け
て
原
文
を
掲
げ
る
。

①
孟
春
之
月
、
日
在
營
室
、
昏
參
中
、
旦
尾
中
。
其
日
甲
乙
。
其
帝
太
皞
。
其

神
句
芒
。
其
蟲
鱗
。
其
音
角
。
律
中
太
蔟
。
其
數
八
。

②
是
月
也
、
以
立
春
。
先
立
春
三
日
、
太
史
謁
之
天
子
曰
、『
某
日
立
春
、
盛

德
在
木
』。
天
子
乃
齋
。
立
春
之
日
、
天
子
親
率
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
以
迎

春
於
東
郊
。
還
、
乃
賞
公
卿
諸
侯
大
夫
於
朝
。

③
是
月
也
、
天
氣
下
降
、
地
氣
上
騰
、
天
地
和
同
、
草
木
繁
動
。
王
布
農
事
、

命
田
舍
東
郊
、
皆
修
封
疆
、
審
端
徑
術
、
善
相
丘
陵
阪
險
原
隰
、
土
地
所
宜
、

五
穀
所
殖
、
以
教
道
民
、
必
躬
親
之
。
田
事
既
飭
、
先
定
準
直
、
農
乃
不
惑
。

④
是
月
也
、
不
可
以
稱
兵
、
稱
兵
必
有
天
殃
。
兵
戎
不
起
、
不
可
以
從
我
始
。

無
變
天
之
道
、
無
絕
地
之
理
、
無
亂
人
之
紀
。

⑤
孟
春
行
夏
令
、
則
風
雨
不
時
、
草
木
早
槁
、
國
乃
有
恐
。
行
秋
令
、
則
民
大

疫
、
疾
風
暴
雨
數
至
、
藜
莠
蓬
蒿

興
。
行
冬
令
、
則
水
潦
為
敗
、
霜
雪
大

摯
、
首
種
不
入
。

①
は
、
孟
春
の
月
に
お
け
る
天
文
気
候
等
の
状
況
を
述
べ
る
。
ま
た
五
行
説
に

基
づ
き
、
日
で
は
甲
乙
、
帝
で
は
太
皞
、
神
で
は
句
芒
、
動
物
で
は
鱗
の
類
、
音

で
は
五
音
の
内
の
角
、
律
で
は
太
蔟
、
数
は
八
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
る
。

②
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
実
施
す
べ
き
宮
中
の
諸
行
事
、
国
家
の
政
務
な
ど
を

述
べ
る
。
こ
こ
で
も
、
太
史
の
言
葉
と
し
て
、
こ
の
月
が
五
行
の
「
木
」
に
当
た

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
③
は
農
業
に
関
す
る
指
示
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
五
行
に
基

づ
く
方
角
と
し
て
「
東
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

④
は
、こ
の
月
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
具
体
的
に
は
挙
兵
）
を
指
摘
し
、

そ
れ
に
違
反
す
る
と
天
災
が
起
こ
る
こ
と
を
説
く
。
ま
た
⑤
も
、「
孟
春
」
に
夏

の
政
令
を
行
っ
た
り
、
秋
の
政
令
を
行
っ
た
り
、
冬
の
政
令
を
行
っ
た
り
し
た
場

合
、
ど
の
よ
う
な
災
い
が
起
こ
る
か
を
説
く
。
こ
う
し
た
記
述
が
、
以
下
、
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十
二
ヶ
月
に
わ
っ
て
、
十
二
紀
の
各
首
章
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
整

然
と
し
た
編
集
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
礼
記
』
月
令
篇
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
う
し
た
典
型
的
な
時
令
説
と
比
較
し
た

場
合
、
北
京
大
学
竹
簡
『
陰
陽
家
言
』
の
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
第
一

に
、
五
行
説
の
要
素
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
右
の
十
二
紀

で
は
、
五
行
説
に
基
づ
い
て
、
天
体
の
様
子
や
音
楽
、
方
角
、
数
字
な
ど
が
列
挙

さ
れ
る
が
、『
陰
陽
家
言
』
で
は
、
わ
ず
か
に
、
春
の
「
生
」
に
対
す
る
君
の
徳

と
し
て
「
仁
」
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

第
二
は
、
十
二
紀
や
月
令
は
そ
の
名
の
通
り
、
一
年
十
二
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
時

令
が
示
さ
れ
る
が
、『
陰
陽
家
言
』
で
は
、
四
時
が
基
本
的
な
枠
組
み
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
点
は
、む
し
ろ
『
管
子
』
七
臣
七
主
篇
の
「
四
禁
」
の
記
述
に
近
い
。

但
し
、「
歴
八
時
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
釈
に
も
よ
る
が
、「
十
二
日
」
が
単
位

と
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
も
大
き

な
相
違
点
で
あ
る
。

第
三
は
、
時
令
に
違
反
し
た
場
合
の
災
い
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
右
の
孟

春
紀
で
は
、
こ
の
月
に
挙
兵
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
く
と
と
も
に
、
孟
春
に
他
の

季
節
の
政
令
を
行
っ
た
場
合
の
災
害
が
個
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
陰

陽
家
言
』で
は
、季
節
に
違
反
す
る
と
ど
う
い
う
災
い
が
起
こ
る
か
と
と
も
に
、（
四

時
と
は
関
係
な
く
）
為
政
者
が
不
善
を
重
ね
て
い
く
と
、
段
階
的
に
ど
の
よ
う
な

災
い
が
生
ず
る
か
を
記
す
点
に
特
色
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、次
の
よ
う
な
仮
説
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
は
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
整
然
と
し
た
時
令
説
と
は

別
に
、
漢
代
初
期
ま
で
は
、
様
々
な
形
の
時
令
説
も
併
存
し
て
い
た
と
い
う
可
能

性
で
あ
る
。
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
に
は
、「
陰
陽
」「
四
時
」

を
基
準
と
す
る
も
の
、「
十
二
日
」
を
基
準
と
す
る
も
の
、
五
行
思
想
を
反
映
す

る
も
の
な
ど
何
種
類
か
の
文
献
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
北
京
大
学
竹
簡
『
陰

陽
家
言
』
も
、
四
時
を
基
準
と
す
る
も
の
の
他
、
四
時
を
介
在
さ
せ
ず
に
天
人
相

関
思
想
を
説
く
も
の
な
ど
複
数
の
論
理
が
併
存
し
て
い
た
が
、
五
行
思
想
が
濃
厚

に
反
映
し
て
い
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
四
時
や
五
行
と
は
関
係
な
く
、
為
政
者

の
不
善
が
災
い
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
素
朴
な
天
人
相
関
思
想
を

説
い
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

従
来
、
時
令
説
の
形
成
は
五
行
説
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
や
『
礼
記
』
月
令
篇
を
基
準
に
し
た
推
測
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、『
管
子
』
幼
官
篇
・
四
時
篇
・
五
行
篇
、『
淮
南
子
』
時
則
訓
な
ど
も

同
様
で
あ
っ
た（

5
）。
い
ず
れ
も
、
四
時
の
他
に
「
中
央
（
土
）」
を
配
置
す
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、そ
こ
に
は
五
行
説
が
明
確
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
整
然
と
し
た
時
令
説
と
は
別
に
、
必
ず
し
も
五
行
説
を
含
ま

な
い
も
の
、
あ
る
い
は
四
時
す
ら
介
在
さ
せ
な
い
も
の
な
ど
、
多
様
な
型
が
併
存

し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
痕
跡
が
、
北
京
大
学
竹
簡
や
銀
雀
山

漢
墓
竹
簡
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

結　

語

最
後
に
、
本
稿
で
扱
っ
て
き
た
北
京
大
学
竹
簡
『
陰
陽
家
言
』
や
銀
雀
山
漢
墓

竹
簡
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
時
令
説
の
展
開
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
北
京
大
学
西
漢
竹
書
は
、
出
土
地
・
出
土
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
数
術



時
令
説
の
展
開

二
〇

類
の
竹
簡
に「
孝
景
元
年
」（
前
一
五
六
）と
記
さ
れ
た
紀
年
簡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

竹
簡
の
年
代
は
前
漢
中
期
、
そ
の
多
く
は
武
帝
時
代
（
在
位
前
一
四
一
〜
前

八
七
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
は
、

前
漢
の
文
帝
・
景
帝
の
頃
か
ら
武
帝
初
期
に
至
る
ま
で
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
漢
簡
で
あ
る
が
、筆
写
さ
れ
た
の
は
武
帝
期
頃
ま
で
、

文
献
の
成
立
は
そ
れ
よ
り
も
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、『
呂
氏
春
秋
』

十
二
紀
は
、
そ
の
「
序
」
が
記
さ
れ
た
の
が
、
秦
王
政
の
六
年
（
前
二
四
一
）
と

推
定
さ
れ
て
い
る（

6
）。

と
す
れ
ば
、『
陰
陽
家
言
』
や
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
が
竹
簡
に
筆
写
さ

れ
た
の
は
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
の
成
立
よ
り
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、

『
陰
陽
家
言
』
や
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
所
収
文
献
の
成
立
自
体
が
『
呂
氏

春
秋
』
以
降
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
思
想
の
成
立
は
戦
国
期
で
あ
り
、
そ

れ
が
漢
代
初
期
ま
で
筆
写
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
残
る
。確
実
な
の
は
、

漢
代
初
期
に
お
い
て
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
の
よ
う
な
典
型
的
時
令
説
と
は
異

な
る
型
の
時
令
説
が
併
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
後
世
に
伝
わ
ら
ず
、
言
わ
ば
淘
汰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、『
礼
記
』
月
令
篇
の
成
立
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
行
説
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
時
令
説
が
決
定
版
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
他
の
思

索
は
消
滅
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

で
は
、『
陰
陽
家
言
』
や
「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
は
滅
び
行
く
宿
命
の
思

想
で
あ
っ
て
、
思
想
史
の
上
で
は
さ
し
た
る
意
義
を
持
た
な
い
と
言
え
る
の
で
あ

ろ
う
か
。確
か
に
、こ
れ
ら
の
文
献
は
そ
の
後
伝
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
滅
ん
で
い
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
為
政
者
の
不
善
が
累
積
す
る
と
、
そ
の
災
い
が
段
階
的

に
大
き
く
な
る
と
い
う
発
想
は
、
董
仲
舒
の
災
異
説
を
連
想
さ
せ
る
。
為
政
者
が

天
の
あ
り
方
に
違
反
し
て
不
善
を
行
う
と
、天
は
警
告
と
し
て
「
災
」
害
を
下
す
。

為
政
者
は
そ
れ
を
見
て
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
警
告
を

無
視
し
て
不
善
を
続
け
れ
ば
、
天
は
つ
い
に
「
異
」
常
現
象
を
下
し
て
為
政
者
を

罰
す
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
思
想
で
あ
る（

7
）。
こ
れ
は
、『
陰
陽
家
言
』
が
「
参
」

や
「
九
」
と
い
う
不
正
の
段
階
を
説
い
た
り
、「
陰
陽
時
令
・
占
候
之
類
」
が
「
一
」

か
ら
「
七
」
の
累
積
を
説
い
た
り
す
る
の
と
、
そ
の
発
想
が
類
似
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
継
承
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
董
仲
舒
の
災
異
説

に
つ
な
が
る
よ
う
な
発
想
自
体
が
古
く
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
を
、
こ
れ
ら
の
新

出
土
文
献
は
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

注（1
）『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
「
夫
陰
陽
儒
墨
名
法
道
德
、
此
務
為
治
者
也
」
と
あ
る
。

ま
た
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
は
、『
鄒
子
』
四
十
九
篇
、『
容
成
氏
』
十
四
篇
な
ど
、
計

二
十
一
家
、
三
百
六
十
九
篇
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
亡
ん
で
伝
わ
ら
な
い
。

（
2
）
韓
巍
「
西
漢
竹
書
《
老
子
》
簡
背
劃
痕
的
初
歩
分
析
」（『
北
京
大
学
蔵
西
漢
竹
書

（
貳
）』、
北
京
大
学
出
土
文
献
研
究
所
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
3
）
以
下
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
引
用
は
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
﹇
貳
﹈』（
銀
雀
山
漢
墓

竹
簡
整
理
小
組
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
る
。

（
4
）
以
下
、各
文
献
の
名
称
に
つ
い
て
は
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
﹇
貳
﹈』
に
従
う
。
な
お
、

竹
簡
に
篇
題
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
整
理
者
が
便
宜
上
付
け
た
題
名
に
つ
い
て
は
、

（
仮
称
）
と
附
記
す
る
。

（
5
）
久
保
田
剛
『
時
令
説
の
基
礎
的
研
究
』（
溪
水
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
時
令
と
五

行
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

（
6
）
陳
奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校
釈
』
所
収
「
呂
氏
春
秋
成
書
的
年
第
與
書
名
的
確
立
」
参
照
。

（
7
）『
春
秋
繁
露
』
必
仁
且
知
篇
に
「
天
地
之
物
有
不
常
之
變
者
、謂
之
異
、小
者
謂
之
災
。

災
常
先
至
而
異
乃
隨
之
。
災
者
、
天
之
譴
也
。
異
者
、
天
之
威
也
。
譴
之
而
不
知
、
乃

畏
之
以
威
」
と
あ
る
。

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）


